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重重要要事事項項説説明明書書  
 
 

介護予防通所リハビリテーションサービスを提供するにあたり、当事業所の概要等を次の通り説明い

たします。 
 
＜１．事業者の概要＞ 
（１）名称       介護老人保健施設ケアガーデンさがみ湖 
（２）開設年月日    平成１７年４月１日 
（３）所在地      神奈川県相模原市緑区寸沢嵐３３３４－２ 
（４）電話番号     ０４２-６８５‐０６１５ 
（５）ファックス番号  ０４２-６８５‐０６０３ 
（６）管理者氏名    　　棟方　盛彦 
（７）介護保険指定番号 介護保健施設（１４５１７８００１４号） 
 
＜２．運営方針＞ 

  ①当施設では、介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法・作業療法その他必要なリハ

ビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持向上を図り、利用者が一日でも長く居宅での生活を

維持できるように在宅ケアの支援に努める。 
 ②当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の惧れがある等緊急やむを得ない場合以外、

原則として利用者に対し身体拘束を行わない。 
 ③当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、介護予防支援事業所・地域包括支援セ

ンター・その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と密接な連携を図り、利用者が地域に

おいて総合的サービス提供を受けることができるように努める。 
 ④当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者がにこやかで個性豊かに過ごすことができるように

サービス提供に努める。 
 ⑤サービス提供にあたっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項につ

いて、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施するように努める。 
 
＜３．施設利用に当たっての留意事項＞ 

・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。

食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影

響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠か

せませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 
・ 飲酒・喫煙は禁止します。 
・ 火気類の取扱い、持ち込みは禁止します。 
・ 設備・備品の利用は職員の許可のないものは禁止します。 
・ 所持品・備品等の持ち込みは個人管理とし、施設では責任を負いかねます。 
・ 金銭・貴重品の管理は個人で行い、施設では責任を負いかねます。 
・ 特定の政治活動・宗教活動・勧誘は禁止します。 
・ ペットの持ち込みは禁止します。 



＜４．定員等＞ 
（１）定員・・・・・・・・・２０名 
（２）実施地域・・・・・・・旧相模湖町全域・一部旧津久井町・一部旧城山町・一部旧藤野町 
（３）営業日・・・・・・・・月曜～土曜（祝日含む） 
（４）営業時間・・・・・・・８時３０分～１７時３０分 
（５）サービス提供時間・・・９時２５分～１６時３０分 
 
＜５．サービス内容＞ 
①送迎・・・専用送迎車両にて送り迎えを行います。 
②食事・・・管理栄養士の指導の下、ご利用者の身体状況に合わせたお食事をお出しします。 

 ③入浴・・・身体状況に合わせ、一般浴槽・特別浴槽別に入浴することができます。 
 ④医学的管理・看護・・・常勤の医師・看護師により対応させて頂きます。 
 ⑤介護・・・ご利用者の身体状況に合わせ、介護させて頂きます。 
 ⑥機能訓練・・・理学療法士の指導の下、ご利用者の身体状況に合わせた機能訓練を行わせて頂きます。 
 
＜６．利用料金＞ 
１．契約者は、要介護度に応じて、料金体系に基づいた下記の料金を当施設に支払うものとします（介護保 

険給付対象内サービス）。 
２．前項の他、契約者は下記・食事代等の日常生活上必要となる諸費用実費を当施設に支払うものとし

ます（介護保険給付対象外サービス）。 
３．当月料金の合計額を請求書に明細を付して、翌月１０日までに送付しますので、２５日までに記載され

ている口座に振り込んで下さい。 
※支払いの方法について、不都合が生じる場合には、別途話し合いの上、決めさせて頂きます。 

４．当施設は、利用者又は連帯保証人から、３項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者又は連

帯保証人の指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。 
５．介護保険法の改正等による介護給付費体系の変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者の負

担額を変更いたします。契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除する

ことができます。 
 
介護保険内（10.66 円/単位で計算） 

介護度 要支援 1 要支援 2 
7 時間以上 8 時間未満 2418 円/月 4507 円／月 
栄養改善加算 月 2 回 3 ヶ月以内 214 円/回 

口腔機能向上加算（Ⅰ）（Ⅱ） 月 2 回 3 ヶ月以内 214 円 

サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）188 円/月  （Ⅱ）154 円/月  （Ⅲ）52 円/月 
介護処遇改善加算 合計単位の 8.6％ 
科学的介護推進体制加算 43 円/月 
開始月から起算して 

12 月を超えた場合【減算】 
      ▲22 円 

 
 
 
 



介護保険外 
食材料費（オヤツ代込み） １日 800 円 
食事キャンセル代 800 円（前日の 18 時～当日にお休みの連絡を頂いた場合のみ） 

   連絡ノート袋代 110 円（初回または破損・紛失等の場合のみ） 

連絡ノートファイル代 120 円（初回または破損・紛失等の場合のみ） 

 薬袋代 110 円（必要に応じて） 
 日用品費 実費（ご希望により） 
 おむつ代 実費（使用した場合のみ） 
健康管理費 実費（予防接種等、ご希望により実施した場合のみ） 

教養娯楽費 実費（必要に応じて） 

 
＜７．利用日の中止＞ 
契約者の都合でサービスを中止する場合、下記の取消料がかかります。 
利用日の前日１8 時００分までに申し出があった場合 無料 
利用日の前日１8 時００分以降に申し出があった場合 食材料代 
 
＜８．介護予防通所リハビリテーションの職員体制＞ 

職種 人数 業務内容 
医師 １人 医療等 

支援相談員 １人 利用調整・相談等 
理学療法士 ２人 リハビリテーション 
作業療法士 １人 リハビリテーション 
看護職員    １人 健康維持と健康管理・看護 
介護職員 ５人 日常生活の援助・身辺介護 

管理栄養士 １人 栄養管理と栄養指導 
事務職員 ３人 事務業務 

 
＜９．要望又は苦情の申し出＞ 

当施設はその提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置し

て適切に対応するものとします。 
ケアガーデンさがみ湖通所リハビリテーション：清水 裕美 
  TEL ０４２-６８５‐０６１５ ／ FAX ０４２-６８５‐０６０３ 

    その他受付機関 
神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課 
TEL ０４５－３２９－３４００／FAX ０５７０－０３３－１１０ 
受付時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分(土日・祝祭日・年末年始を除く) 
相模原市役所 高齢政策課（あじさい会館 4 階） 
TEL ０４２－７０７－７０４６／FAX ０４２－７５２－５６１６ 

 
＜１０．非常防災対策＞ 
防災設備・・・スプリンクラー設備・消火器・消火栓・防火戸・防火シャッター・自動火災報知設備・ 

非常通報装置・誘導灯・避難階段等 



 
 
 

個個人人情情報報のの利利用用目目的的  
（令和 6 年 6 月１日現在） 

 
ケアガーデンさがみ湖では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報

について、利用目的を以下のとおりに定めます。 
 
【利用者への介護サービス提供に必要な利用目的】 
  〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・ 当施設が利用者等に提供する介護サービス 
・ 介護保険事務 
・ 介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

―入退所等の管理 
―会計・経理 
―事故等の報告 
―当該利用者の介護・医療サービスの向上 

  〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 
・ 当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

―利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携

（サービス担当者会議等）、照会への回答 
―利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 
―検体検査業務の委託その他の業務委託 
―家族等への心身の状況説明 

・ 介護保険事務のうち 
―国（厚生労働省）への情報の提出（新規） 
―保険事務の委託 
―審査支払機関へのレセプトの提出 
―審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 
 
 
【上記以外の利用目的】 
  〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・ 当施設の管理運営業務のうち 
―医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
―当施設において行われる学生の実習への協力 
―当施設において行われる事例研究 

  〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 
・ 当施設の管理運営業務のうち 

―外部監査機関への情報提供 



 
 
 

介護老人保健施設ケアガーデンさがみ湖における介護予防通所リハビリテーションサービス提供の

開始に際し、本書面に基づき利用契約書及び重要事項説明書、個人情報の利用目的の説明を行いまし

た。 
 
 
令和   年   月   日 
 
説明者  介護老人保健施設 ケアガーデンさがみ湖 

通所リハビリテーション          支援相談課 課長 清水 裕美    ㊞ 
 
 
利用契約書及び重要事項説明書、個人情報の利用目的について説明者より説明を受け、これらを十

分に理解した上で同意し、交付を受けました。 
 
上記の契約を証するために本書を２通作成し、利用者・当施設が署名押印の上、各１通ずつ保有す

るものとします。 
 
 
令和   年   月   日 
 
 ＜利 用 者＞ 氏名                      ㊞   
          

住所                          
 
＜連帯保証人＞ 氏名                      ㊞   

 
住所                          

         
 
 
 ＜事業者名＞  医療法人社団 敬祥会 介護老人保健施設ケアガーデンさがみ湖 

 
＜住  所＞  神奈川県相模原市緑区寸沢嵐３３３４－２ 

   
＜代表者＞   理事長 大池 茂保                ㊞ 

 
 


